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【
趣
旨
】

地
方
博
物
館
が
担
っ
て
き
た
、
歴
史
・
文
化
資
料
の
収
集
・
保
存
・
展
示
等
に
よ
る
住
民
理
解
の
促
進
と
生
涯
学

習
拠
点
と
し
て
の
機
能
に
加
え
、
国
の
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
や
成
長
戦
略
に
呼
応
し
、
歴
史
文
化
資
源
を
地
方
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生
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つ

な
げ
る
と
と
も
に
、

2
0
2
0
年
開
設
の
「
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立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
」
と
共
鳴
す
る
公
立
博
物
館
と
の
協
力
体
制
を
確

立
す
る
た
め
、
次
の
制
度
改
革
を
提
案
す
る
。

博
物
館
を
核
と
し
た
歴
史
文
化
資
源
の
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用
、
住
民
理
解
の
促
進

提
案
事
項

生
涯

学
習

の
拠

点

歴
史
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文

化
等

の
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民
理

解
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進

地
方
博
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イ
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民

族
博

物
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北
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道

白
老

町
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20
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成

32
)年

4月
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ー
プ
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国
の

観
光
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成

長
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明
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の
日

本
を
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え

る
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光
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ジ
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28
年
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本
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興
戦
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28
年
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術
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興
第

四
次

基
本
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針
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27

年
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公
立

博
物

館
所

管
の
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定

化
が
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に
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創
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へ
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貢
献
と
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資
源
の
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護
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用
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国
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ッ

ト
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１
．
登
録
博
物
館
の
現
状

２
．
文
化
財
で
稼
ぐ
潮
流

３
．
国
・
地
方
博
物
館
の
連
携
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り

現
状
と
課
題
・ニ
ー
ズ

博
物
館
法
上
の

登
録
制
度
の
形
骸
化

・
博

物
館

法
に

基
づ

く
登

録
博

物
館

数
は

、
博

物
館

全
体

の
1
6
％

。
・
公

立
博

物
館

全
体

の
８６

％
は

博
物

館
相

当
・
類

似
施

設
。

※
H

2
7
社

会
教

育
調

査
(文

科
省

)

文
科
省
検
討
会
等
で
指
摘
、
設
置
主
体
制
限
の
撤
廃
に
言
及

※
文

科
省

「
こ

れ
か

ら
の

博
物

館
の

あ
り

方
に

関
す

る
協

力
者

会
議

報
告

書
」(

H
1
9,

H
2
2）

「
国

立
文

化
施

設
等

に
関

す
る

検
討

会
」

(H
2
2
.1

0）

・
類

似
施

設
は

、
博

物
館

法
の

適
用

を
受

け
ず

、
博

物
館

や
学

芸
員

の
法

的
根

拠
な

し
。

・
登
録
博
物
館
に
な
る
と
、
博
物
館
や
学
芸
員
の
ス
テ
ー
タ
ス
は
向
上
す
る
が
、

す
べ
か
ら
く

教
育

委
員

会
所

管
と

な
っ

て
し

ま
う

（
博

物
館

法
１

９
条

）
⇒

博
物

館
で

観
光

振
興

や
地

域
創

生
に

向
け

た
取

組
を

進
め

る
上

で
、

知
事

部
局

内
で

連
携

が
完

結
し

な
い

。

・
“
特

別
な

場
所

（ユ
ニ

ー
ク
ベ

ニ
ュ
ー

）※
”
利

用
や

2
0
2
0
年

オ
リ

パ
ラ

を
契

機
と

し
た

文
化

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

全
国

展
開

。
※

観
光

庁
「
ユ

ニ
ー

ク
ベ

ニ
ュ

ー
H

A
N

D
B

O
O

K
 博

物
館

・
美

術
館

編
」

(H
2
5
)

・
文

化
施

設
の

利
用

者
満

足
度

と
収

益
性

を
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め
る

動
き

※

※
内

閣
府
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P
P

/
P

F
I推

進
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
」

(H
2
8
.5

)

地
方
分
権
確
立
の
基
本

的
意
義
「
地
方
自
治
体

の
組
織
決
定
の
自
由
度

向
上
」
「
首
長
が
最
終

決
定
す
る
総
合
行
政
推

進
体
制
の
必
要
性
」
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「
第

2
8
次

地
方

制
度

調
査

会
答

申
」
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国
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事
会

提
案
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H
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の
固

定
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が
障

壁
に
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管

の
固

定
化
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障

壁
に
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広
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定
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に
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Ｐ

＝
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※
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え
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８

.3
）

「
日
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」
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１
．
博
物
館
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
明
確
化
と
人
材
の
確
保

２
．
地
方
創
生
へ
の
貢
献
と
文
化
財
の
保
護
・
活
用
の
調
和

３
．
全
国
的
な
歴
史
文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
立

制
度
改
革
の
効
果

公
立
博
物
館
の
所
管
を
地
方
公
共
団
体
の
首
長
と
す
る
こ
と
の
容
認
（
博
物
館
法
第
1
9
条
の
改
正
）

登
録
博
物
館
の
増
加

博
物
館
・
学
芸
員
の

法
的
根
拠
確
立

・
国

・
地

方
が

「
文

化
芸

術
立

国
」
の

未
来

を
共

有
。

・
博

物
館

の
公

益
性

に
関

す
る

住
民

説
明

責
任

の
支

柱
に

・
信

頼
性

・
ス

テ
ー

タ
ス

が
向

上
（
対

来
館

者
、

国
内

外
、

寄
贈

者
等

）

・
長

期
的

、
安

定
的

な
高

度
人

材
の

確
保

育
成

が
可

能
に

博
物
館
全
体
の

質
の
維
持
・
高
度
化

首
長
所
管
の
行
政
資
源
の
活
用
・
政
策
的
連
動

※
ハ

ー
ド

面
：
建

築
、

情
報

通
信

、
バ

リ
ア

フ
リ

ー
、

防
災

等
ソ

フ
ト

面
：
観

光
・
産

業
振

興
、

国
際

交
流

、
ま

ち
づ

く
り

、
高

齢
・
障

害
者

・女
性

の
活

躍
促

進
な

ど

地
方
創
生

商
業

施
設

で
の

Ｐ
Ｒ

イ
ベ

ン
ト

の
実

施
や

、
観

光
事

業
者

と
の

連
携

、
民

間
企

業
と

の
様

々
な

協
働

企
画

を
実

施
し

、
博

物
館

の
魅

力
・
利

便
性

の
向

上

博
物
館
法
の
「
設
置
及
び
望
ま
し
い
基
準
」
の
適
用

※
博

物
館

法
８

条
必

要
な

施
設

や
整

備
、

利
用

者
の

関
心

を
深

め
る

展
示

方
法

、
学

芸
員

の
配

置
、

地
域

社
会

と
の

連
携

の
推

進
等

を
規

定
・
博

物
館

の
あ

る
べ

き
質

・持
続

的
な

運
営

を
保

持
博
物
館
の

進
化
・
発
展

国
内
博
物
館
が

登
録
博
物
館
と
し
て

連
携

・
国

立
ア

イ
ヌ

民
族

博
物

館
等

と
連

携
強

化

ア
イ
ヌ
文
化
振
興
の

全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
※
構
築

※
ア

イ
ヌ

政
策

推
進

会
議

政
策

推
進

作
業

部
会

報
告

(H
2
8.

5)

博
物
館
同
士
の
協
働
企
画
の
実
施
・
運
営
改
善
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有

自
治
体
間
の
防
災
応
援
体
制
と
連
携
し
た
、

防
災
資
料
の
移
送
・
洗
浄
・
修
復
対
策
の
応
援
受
入
の
円
滑
化

博
物
館
法

第
３
条
（
※
）

の
適
用

3
（
※

）
博

物
館

法
第

３
条

第
１

項
第

１
０

号
「
他

の
博

物
館

、
博

物
館

と
同

一
の

目
的

を
有

す
る

国
の

施
設

等
と

緊
密

に
連

絡
し

、
協

力
し

、
刊

行
物

及
び

情
報

の
交

換
、

博
物

館
資

料
の

相
互

貸
借

等
を

行
う

こ
と

。
」
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「
教

育
の

特
性

」
へ

の
配

慮
を

担
保

す
る

仕
組

み
に

つ
い

て
※

①
政

治
的

中
立

性
の

確
保

②
継

続
性

・
安

定
性

の
確

保

③
地

域
住

民
の

意
向

の
反

映

※
中

央
教

育
審

議
会

生
涯

学
習

分
科

会
「社

会
教

育
推

進
体

制
の

在
り

方
に

関
す

る
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

に
お

け
る

審
議

の
整

理
」(
H2

5.
9)

、
中

央
教

育
審

議
会

答
申

(H
25

.1
2)

で
指

摘

北
海

道
文

化
審

議
会

の
設

置
設

置
根

拠
：
北

海
道

文
化

振
興

条
例

北
海

道
立

総
合

博
物

館
協

議
会

の
設

置
設

置
根

拠
：
北

海
道

立
総

合
博

物
館

条
例

●
文

化
振

興
に

関
す

る
重

要
事

項
を

調
査

審
議

す
る

、
有

識
者

に
よ

る
知

事
の

附
属

機
関

。

●
北

海
道

立
総

合
博

物
館

（※
）
の

事
業

に
関

す
る

重
要

事
項

を
調

査
審

議
す

る
有

識
者

に
よ

る
知

事
の

附
属

機
関

。

（
※

）
北

海
道

博
物

館
、

北
海

道
開

拓
の

村
、

自
然

ふ
れ

あ
い

交
流

館
の

総
称

。

中
期

目
標

・計
画

の
策

定
・
推

進
策

定
：
北

海
道

立
総

合
博

物
館

現
在

、
博

物
館

に
お

い
て

５
年

を
サ

イ
ク

ル
と

す
る

中
期

目
標

・
計

画
（
H2

7～
31

)を
策

定
、

推
進

中
。

同
計

画
に

基
づ

き
、

博
物

館
を

運
営

中
。

オ
ー

デ
ィ

エ
ン

ス
・
リ

サ
ー

チ
の

実
施

※
道

立
の

知
事

部
局

所
管

博
物

館
類

似
施

設
で

実
施

現
在

、
毎

年
度

、
オ

ー
デ

ィ
エ

ン
ス

・
リ

サ
ー

チ
（
利

用
者

満
足

度
調

査
）
を

実
施

し
、

個
人

の
要

望
や

社
会

の
要

請
に

応
じ

た
多

種
多

様
な

学
習

機
会

を
継

続
的

・
安

定
的

に
提

供
中

。

北
海

道
文

化
審

議
会

及
び

道
立

総
合

博
物

館
協

議
会

の
設

置
●

①
で

示
し

た
上

記
重

要
事

項
を

調
査

審
議

す
る

、
有

識
者

に
よ

る
知

事
の

附
属

機
関

。

指
定

管
理

者
の

公
募

時
の

要
求

水
準

書
へ

の
記

載

首
長

部
局

で
も

登
録

博
物

館
の

所
管

が
可

能
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

指
定

管
理

者
を

更
新

す
る

際
、

公
募

の
要

求
水

準
書

に
、

地
域

住
民

の
意

向
の

反
映

に
つ

い
て

の
仕

組
み

づ
く
り

等
を

記
載

す
る

こ
と

が
可

能
。

4
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平成29年７月13日

群馬県総務部総務課

地方分権に関する提案事項について

（１）提案事項 （H26提案）

・博物館の設置運営主体を教育委員会から首長部局へ移管する

ことを可能に

（２）具体的な支障事例

・本県では、文化振興行政を一元化するため、平成20年度に教

育委員会で所管していた博物館に関わる事務を知事部局に委

任した。また、博物館の登録や運営指導は、補助執行を行っ

ている。

・既に、事務委任及び補助執行により、知事部局で事務処理を

行っているため運営上の支障は少ないが、例えば、博物館の

観覧料の改定を行う場合、観覧料を規定している条例改正が

必要であり、条例を所管している教育委員会に諮る必要があ

る。

・県内の一部の自治体では、博物館の所管を首長部局に移管し、

登録博物館から博物館相当施設に変更した事例がある。

（３）制度運用上の課題を踏まえた対応について

・博物館法の根幹を担う博物館登録制度については、登録申請

資格に設置者や所管による限定があるために、国及び独立行

政法人が設置・運営する博物館、大学博物館、地方公共団体

の長が所管する博物館などは対象外とされ、広く博物館の振

興を図る目的を果たす上で致命的な障害となっており、博物

館の趣旨を生かせる制度改正が望まれる。

5

重点番号39②：博物館等を地方公共団体の選択により、教育委員会から首長部局へ移管することを可能とする規制緩和（26ＦＵ）（群馬県）



小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
係
る

従
う
べ
き
基
準
の
見
直
し
に
つ
い
て

東
京
都

狛
江
市

1

重点番号13①：小規模多機能型居宅介護に係る「従うべき基準」の見直し
（従業者の員数の緩和）（狛江市）

6



•
狛
江
市
で
は
、
全
国
平
均
や
都
内
平
均
と
比
較
し
て
、
軽
度
者
（
要
支
援
１
～
要
介
護
２
）
の
割
合
が

多
い
。

•
ま
た
、
都
内
２
６
市
と
比
較
し
て
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
割
合
が
多
い
。

•
将
来
推
計
で
は
、
今
後
も
高
齢
者
人
口
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
一
方
で
、
生
産
年
齢
人
口
は
減
少
す
る

と
予
想
さ
れ
る
。

⇒
少
な
い
人
数
で
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
、
包
括
的
な
支
援
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

⇒
そ
の
た
め
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
整
備
が
必
要
。

狛
江
市
の
課
題

2

7



小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
概
要

3

対
象
者
：
６
５
歳
以
上
で
要
支
援
・
要
介
護
の
方

サ
ー
ビ
ス
内
容
：
通
い
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
を
中
心
に
、
要
介
護
者
の
様
態
や
希
望
に

応
じ
て
、
訪
問
や
宿
泊
を
組
み
合
わ
せ
た
サ
ー
ビ
ス

人
員
基
準
：

【
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
以
外
】

①
常
勤
換
算
で
、
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
数
が
３
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に

１
以
上
（
利
用
者
数
は
昨
年
度
の
平
均
値
を
使
用
す
る
）

②
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
介
護
従
業
者
を
１
以
上

【
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
】

①
夜
勤
に
当
た
る
介
護
従
業
者
を
１
以
上

②
宿
直
勤
務
に
当
た
る
介
護
従
業
者
を
１
以
上

8



狛
江
市
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
概
要

4

•
平
成
２
７
年
度
に
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
も
対
応
可
能
」
と
い
う
条
件
で
公
募
を

実
施

•
平
成
２
８
年
３
月
１
日
開
設

•
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
と
の
併
設
型

•
登
録
定
員
１
２
名
（
通
い
サ
ー
ビ
ス
６
名
、
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
４
名
）

•
従
業
員
数
は
１
日
３
～
５
名
（
日
中
１
～
３
名
、
夜
間
２
名
）

•
現
在
の
登
録
者
数
は
８
名

（
通
い
サ
ー
ビ
ス
７
名
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
４
名
、
宿
泊
３
名
）

•
在
宅
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
た
が
、
支
給
量
が
増
え
て
き
た
た
め
に
移
行
し
た

人
が
多
い
。

•
障
害
者
は
平
成
２
９
年
１
月
か
ら
利
用
開
始
（
現
在
の
利
用
者
は
１
名
の
み
）

9



1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月

管
理
者

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

ケ
ア
マ
ネ
①

○

ケ
ア
マ
ネ
②

○
○

○
○

従
業
員
①

○
○

○
○

○
○

○

従
業
員
②

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

従
業
員
③

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

従
業
員
④

○
○

○
○

従
業
員
⑤

○
○

○
○

従
業
員
⑥

○
○

○
○

○
○

○

従
業
員
⑦

○
○

従
業
員
⑧

○
○

○
○

従
業
員
⑨

○
○

○

従
業
員
⑩

○
○

○
○

○
○

○
○

○

従
業
員
⑪

○

従
業
員
⑫

○
○

○
○

従
業
員
⑬

○
○

○
○

○
○

従
業
員
⑭

○
○

○
○

従
業
員
⑮

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

従
業
員
⑯

○
○

○
○

出
勤
人
数
（
人
）

5
3
4
4
6
5
4
4
3
5
5
6
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
5
6
5
5
4
3
5

※
簡
略
化
の
た
め
、
夜
間
の
職
員
も
○
で
統
一
し
た
。

※
出
勤
人
数
が
４
名
以
下
の
日
に
つ
い
て
、
管
理
者
の
出
勤
状
況
を
色
つ
き
に
し
た
。

平
成
２
８
年
某
月
の
勤
務
表
の
例

狛
江
市
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
課
題
①

〇
現
状
で
は
、
右
図
の
と
お
り
非
常
勤
職
員
で
対
応
で
き
な
い
日

に
つ
い
て
は
、
管
理
者
が
対
応
し
て
い
る
等
、
人
員
体
制
に
余
裕

が
な
い
た
め
、
利
用
者
の
受
入
れ
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
困
難

に
な
っ
て
い
る
。

〇
利
用
者
の
急
な
要
望
（
宿
泊
・
通
い
共
）
に
対
し
、
併
設
す
る

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
か
ら
の
職
員
の
応
援
で
対

応
す
る
た
め
、
な
じ
み
の
職
員
に
対
応
し
て
も
ら
う
こ
と
が
難
し

い
。

当
該
事
業
者
よ
り
提
供

支
障
事
例

•
平
成
２
８
年
３
月
に
開
設
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
２
８
年
度
は
推
計
値
（
３
名
）
で
算
出
し
、
日
中
１
名
体
制
で
運
営
し
て
い
た
。

•
平
成
２
８
年
度
の
平
均
利
用
人
数
は
４
名
だ
っ
た
た
め
、
平
成
２
９
年
度
は
日
中
２
名
体
制
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
毎
日
１
名
分

の
職
員
の
配
置
が
新
た
に
必
要
と
な
っ
た
。

⇒
開
設
当
初
（
平
成
２
８
年
３
月
）
か
ら
職
員
を
募
集
し
て
い
る
が
、
応
募
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
十
分
な
職
員
が
確
保
で
き
ず

既
存
の
職
員
に
さ
ら
に
負
荷
が
か
か
っ
て
い
る
。

提
案
の
経
緯

5
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【
算
出
条
件
】

【
算
出
条
件
】

登
録
者
数
１
０
名
（
要
介
護
１
　
６
名
、
要
介
護
２
　
４
名
）
（
昨
年
度
も
同
数
）
、
平
均
利
用
率
５
０
％
、
自
己
負
担
割
合
１
割
、
加
算
な
し
。

登
録
者
数
１
８
名
（
要
介
護
１
　
１
０
名
、
要
介
護
２
　
８
名
）

そ
の
他
日
常
生
活
費
は
実
費
相
当
の
た
め
割
愛
。

宿
泊
は
土
日
の
み
、
２
名
ず
つ
利
用
。

看
護
職
員
の
月
給
は
２
６
万
円
、
介
護
職
員
の
月
給
は
２
０
万
円
（
共
に
介
護
求
人
ナ
ビ
よ
り
抜
粋
）

そ
の
他
の
条
件
は
同
じ
。

生
活
相
談
員
の
月
給
は
２
２
万
円
、
時
給
１
，
０
５
０
円
、
機
能
訓
練
指
導
員
の
時
給
は
１
，
６
０
０
円
（
共
に
介
護
求
人
ナ
ビ
よ
り
抜
粋
）

人
件
費
は
支
出
合
計
の
７
割
。

積
算
根
拠

金
額

積
算
根
拠

金
額

介
護
保
険
料
収
入

（
１
０
，
３
２
０
単
位
×
６
名
＋
１
５
，
１
６
７
単
位
×
４
名
）
×
１
０
．
８
８
×
０
．
９

1
,2
0
0
,3
8
2
円

介
護
保
険
料
収
入

（
１
０
，
３
２
０
単
位
×
１
０
名
＋
１
５
，
１
６
７
単
位
×
８
名
）
×
１
０
．
８
８
×
０
．
９

2
,1
9
8
,6
5
7
円

自
己
負
担
額

（
１
０
，
３
２
０
単
位
×
６
名
＋
１
５
，
１
６
７
単
位
×
４
名
）
×
１
０
．
８
８
×
０
．
１

1
3
3
,3
7
6
円

自
己
負
担
額

（
１
０
，
３
２
０
単
位
×
１
０
名
＋
１
５
，
１
６
７
単
位
×
８
名
）
×
１
０
．
８
８
×
０
．
１

2
4
4
,2
9
5
円

収
入
合
計

1
,3
3
3
,7
5
8
円

2
,4
4
2
,9
5
2
円

看
護
職
員

毎
日
１
人
配
置
⇒
常
勤
は
週
５
日
勤
務
の
た
め
、
常
勤
職
員
が
１
．
４
人
分
必
要

3
6
4
,0
0
0
円

看
護
職
員

毎
日
１
人
配
置
⇒
常
勤
は
週
５
日
勤
務
の
た
め
、
常
勤
職
員
が
１
．
４
人
分
必
要

3
6
4
,0
0
0
円

介
護
職
員

毎
日
３
人
配
置
⇒
常
勤
は
週
５
日
勤
務
の
た
め
、
常
勤
職
員
が
４
．
２
人
分
必
要

8
4
0
,0
0
0
円

介
護
職
員

毎
日
５
人
配
置
⇒
常
勤
は
週
５
日
勤
務
の
た
め
、
常
勤
職
員
が
７
人
分
必
要

1
,4
0
0
,0
0
0
円

生
活
相
談
員

週
１
回
勤
務
　
時
給
１
，
０
５
０
円
/
時
　
１
，
０
５
０
円
/
時
×
８
時
間
/
日
×
４
．
３
日

3
6
,1
2
0
円

生
活
相
談
員

週
１
回
勤
務
　
時
給
１
，
０
５
０
円
/
時
　
　
１
，
０
５
０
円
/
時
×
８
時
間
/
日
×
４
．
３
日

3
6
,1
2
0
円

機
能
訓
練
指
導
員

な
し

0
円

機
能
訓
練
指
導
員

な
し

0
円

人
件
費
合
計

1
,2
4
0
,1
2
0
円

1
,8
0
0
,1
2
0
円

人
件
費
：
事
務
費
＝
７
０
％
：
３
０
％

5
3
1
,4
8
0
円

人
件
費
：
事
務
費
＝
７
０
％
：
３
０
％

7
7
1
,4
8
0
円

支
出
合
計

1
,7
7
1
,6
0
0
円

2
,5
7
1
,6
0
0
円

-
4
3
7
,8
4
2
円

-
1
2
8
,6
4
8
円

※
支
出
は
、
上
記
の
他
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
と
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
が
上
乗
せ
さ
れ
る
。

※
支
出
は
、
上
記
の
他
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
と
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
が
上
乗
せ
さ
れ
る
。

積
算
根
拠

金
額

積
算
根
拠

金
額

介
護
保
険
料
収
入

（
４
２
６
単
位
×
３
名
＋
４
８
８
単
位
×
２
名
）
×
５
日
/
週
×
４
．
３
週
×
１
０
．
７
２
×
０
．
９

4
6
7
,5
5
2
円

介
護
保
険
料
収
入

（
４
２
６
単
位
×
５
名
＋
４
８
８
単
位
×
４
名
）
×
５
日
/
週
×
４
．
３
週
×
１
０
．
７
２
×
０
．
９

8
4
6
,7
3
7
円

自
己
負
担
額

（
４
２
６
単
位
×
３
名
＋
４
８
８
単
位
×
２
名
）
×
５
日
/
週
×
４
．
３
週
×
１
０
．
７
２
×
０
．
１

5
1
,9
5
0
円

自
己
負
担
額

（
４
２
６
単
位
×
５
名
＋
４
８
８
単
位
×
４
名
）
×
５
日
/
週
×
４
．
３
週
×
１
０
．
７
２
×
０
．
１

9
4
,0
8
2
円

5
1
9
,5
0
2
円

9
4
0
,8
1
9
円

看
護
職
員

な
し

0
円

看
護
職
員

な
し

0
円

介
護
職
員

常
勤
１
名
　
２
０
０
，
０
０
０
円
/
月

2
0
0
,0
0
0
円

介
護
職
員

常
勤
１
名
　
２
０
０
，
０
０
０
円
/
月

2
0
0
,0
0
0
円

生
活
相
談
員

常
勤
１
名
　
２
２
０
，
０
０
０
円
/
月

2
2
0
,0
0
0
円

生
活
相
談
員

常
勤
１
名
　
２
２
０
，
０
０
０
円
/
月

2
2
0
,0
0
0
円

機
能
訓
練
指
導
員

月
１
回
勤
務
　
時
給
１
，
６
０
０
円
/
時
　
　
１
，
６
０
０
円
/
時
×
８
時
間
/
日
×
４
．
３
日

5
5
,0
4
0
円

機
能
訓
練
指
導
員

月
１
回
勤
務
　
時
給
１
，
６
０
０
円
/
時
　
　
１
，
６
０
０
円
/
時
×
８
時
間
/
日
×
４
．
３
日

5
5
,0
4
0
円

4
7
5
,0
4
0
円

4
7
5
,0
4
0
円

人
件
費
：
事
務
費
＝
７
０
％
：
３
０
％

2
0
3
,5
8
9
円

人
件
費
：
事
務
費
＝
７
０
％
：
３
０
％

2
0
3
,5
8
9
円

6
7
8
,6
2
9
円

6
7
8
,6
2
9
円

-
1
5
9
,1
2
7
円

2
6
2
,1
9
0
円

収
支

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
通
い
サ
ー
ビ
ス
と
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
収
支
の
比
較
（
参
考
例
）

収
入

本
体
報
酬

収
入
合
計

支
出

人
件
費

人
件
費
合
計

事
務
費

支
出
合
計

収
支
差
額収
入
合
計

人
件
費
合
計

支
出
合
計

地
域
密
着
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

収
入

本
体
報
酬

支
出

人
件
費

事
務
費

人
件
費
合
計

人
件
費

事
務
費

支
出
合
計

支
出

収
支

事
務
費

支
出

収
支
差
額 収
入
合
計

本
体
報
酬

収
入

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

本
体
報
酬

収
入

人
件
費

狛
江
市
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
課
題
②

•小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
採
算
性
が
悪
い
。

⇒
経
済
的
に
も
新
た
な
体
制
を
構
築
す
る
余
力
が
な
い
。

6
当
該
事
業
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
作
成

11



提
案
の
概
要

7

限
ら
れ
た
人
員
で
、
包
括
的
な
支
援
を
実
施
す
る
た
め
、
指
定
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
日
中
の
通
い
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
従
業

員
数
の
配
置
基
準
を
利
用
者
数
に
対
し
て
３
：
１
か
ら
緩
和
す
る
。

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
，
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

１
８
年
厚
生
労
働
省
令
第
３
４
号
）

第
６
３
条

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
と
い

う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
，

（
中
略
）
常
勤
換
算
方
法
で
，
通
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
を
そ
の
利
用
者
の
数
が
３
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
１
以

上 ２
前
項
の
利
用
者
の
数
は
，
前
年
度
の
平
均
値
と
す
る
。
た
だ
し
，
新
規
に
指
定
を
受
け
る
場
合
は
，
推
定
数
に
よ
る
。

12



提
案
の
実
現
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト

8

•
３
：
１
か
ら
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
中
の
職
員
配
置
に
余
裕
が
生
ま
れ
る
。

⇒
事
業
拡
大
や
幅
広
い
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
可
能
に
な
る
。

⇒
新
た
な
利
用
者
の
受
入
れ
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
利
用
者
側
】

•
同
じ
事
業
所
で
な
じ
み
の
職
員
に
、
よ
り
多
く
の
要
望
（
急
な
宿
泊
要
望
等
）
に
対
応

し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
。

【
事
業
者
側
】

•
採
算
性
が
向
上
し
、
よ
り
多
く
の
利
用
者
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
自
治
体
側
】

•
少
な
い
人
員
で
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
と
し
た
包
括
的
な
支
援
体
制
が
構
築
で
き
る
。

•
将
来
の
介
護
人
材
不
足
に
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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